
 

統計公表に係る業務規程等の一部改正について 

 

 

１ 社債等に関する業務規程（平成 15 年１月 10 日通知）           （下線部分変更） 

新 旧 

（発行者への通知） 

第 58 条の 68 （略） 

２ （略） 

３ 受益権併合銘柄の指定販売会社である口座

管理機関は、発行者に対し、前条第 1 項第 1

号の規定により減少の記録又は記載をした口

数、前 2 項の規定により通知を受けた口数及

びその直近上位機関が備える振替口座簿にお

ける自らの口座の自己口に記録又は記載がさ

れている受益権併合銘柄の投資信託受益権の

口数（解約済み及びその申請中の口数を除

く。）に減少比率を乗じた口数（その口数に

1 に満たない端数があるときは、これを切り

上げるものとする。）並びに機構が備える振

替口座簿において減少記録すべき機構加入者

の名称及び区分口座を通知しなければならな

い。 

（発行者への通知） 

第 58 条の 68 （略） 

２ （略） 

３ 受益権併合銘柄の指定販売会社である口座

管理機関は、発行者に対し、前条第 1 項第 1

号の規定により減少の記録又は記載をした口

数、前 2 項の規定により通知を受けた口数及

びその直近上位機関が備える振替口座簿おけ

る自らの口座の自己口に記録又は記載がされ

ている受益権併合銘柄の投資信託受益権の口

数（解約済み及びその申請中の口数を除く。）

に減少比率を乗じた口数（その口数に 1 に満

たない端数があるときは、これを切り上げる

ものとする。）並びに機構が備える振替口座

簿において減少記録すべき機構加入者の名称

及び区分口座を通知しなければならない。 

  

（振替口座簿の記録事項又は記載事項の証明

等） 

第 70 条 （略） 

２ 加入者は、その口座を開設している口座管

理機関に対し、当該口座に記録又は記載され

ている事項を証明した書面の交付又は当該事

項に係る情報を電磁的方法であって口座管理

機関に関する命令（平成 14 年内閣府・法務

省・財務省令第 2 号）第 9 条第 1 項各号に掲

げるものにより提供することを請求すること

ができる。当該口座に係る利害関係人につい

ても、正当な理由があるときは、同様とする。

３・４ （略） 

（振替口座簿の記録事項又は記載事項の証明

等） 

第 70 条 （略） 

２ 加入者は、その口座を開設している口座管

理機関に対し、当該口座に記録又は記載され

ている事項を証明した書面の交付又は当該事

項に係る情報を電磁的方法であって口座管理

機関に関する命令（平成 14 年内閣府・法務

省・財務省令第 2 号）第 4 条第 1 項各号に掲

げるものにより提供することを請求すること

ができる。当該口座に係る利害関係人につい

ても、正当な理由があるときは、同様とする。

３・４ （略） 

  

（統計等の公表等）  

 1



 

 2

第 74 条の 2 機構は、社債等振替業の円滑な運

営を図るため、必要に応じて統計等の公表等を

行うことができる。 

（新設） 

  

 

２ 附 則 
この改正規定は、平成 21 年 9 月 28 日から施行する。 

 



社債等振替制度に係る手数料に関する規則の一部改正について 

 

１ 社債等振替制度に係る手数料に関する規則（平成 20 年 12 月 8 日通知）                            （下線部分変更） 

新 旧 

別表

社債等振替制度に係る手数料表 

 

Ⅰ.短期社債等 

１. （略） 

２. （略） 

３.その他サービス 

手数料

項目 

徴収対象者 内 容 徴収料率 

（略） 

ダウン

ロード

手数料 

統合Ｗｅｂ端末を利用

して口座残高照会デー

タ、口座処理明細照会デ

ータ、申請進捗管理デー

タ又は銘柄情報提供デ

ータのダウンロードを

行った発行者、発行代理

人、支払代理人及び機構

加入者 

データの

ダウンロ

ード処理 

 1 件につき 100 円

４. （略） 

Ⅱ. （略） 

Ⅲ. （略） 

Ⅳ. （略） 

 

別表 

社債等振替制度に係る手数料表 

 

Ⅰ.短期社債等 

１. （略） 

２. （略） 

３.その他サービス 

手数料

項目 

徴収対象者 内 容 徴収料率 

（略） 

ダウン

ロード

手数料 

統合Ｗｅｂ端末を利用

して口座残高照会デー

タ、口座処理明細照会デ

ータ又は申請進捗管理

データのダウンロード

を行った発行者、発行代

理人、支払代理人及び機

構加入者 

 

データの

ダウンロ

ード処理

 1 件につき 100 円 

４. （略） 

Ⅱ. （略） 

Ⅲ. （略） 

Ⅳ. （略） 

 

２ 附 則 

この改正規定は、平成 21 年 9 月 28 日から施行する。 
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